
1 

 

第５次広陵町総合計画更新（中期基本計画策定）に係るパブリックコメントの実施結果について 

 

 第５次広陵町総合計画中期基本計画素案を公表し、広く町民の皆様のご意見を伺うパブリックコメントを実施いたしました。 

 ここに、提出いただいたご意見等と、それに対する町の考え方を取りまとめましたので、次のとおり公表いたします。 

 なお、特定の個人、団体等の利益を害するおそれのある表現につきましては、一部記載を変更して掲載しております。 

 

１ 実施概要 

 （１）実施期間 

    令和７年１２月２６日（金）から令和８年１月２５日（日）１７時まで 

 （２）提出方法、提出人数及び意見の数 

   提出方法 提出人数（人） 意見件数（件） 

意見箱 2 5 

郵送 0 0 

ファックス 0 0 

電子メール 0 0 

Web 6 8 

合計 8 13 
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２ 提出された意見と回答 

No. 提出された意見 回答 計画の修正 

1 
エコールマミへ続く馬見中 1 丁目の歩道（真

美ケ丘 7 丁目のバス停がある道）が使いづら

いです。歩道を走る自転車の通行量も多く、チ

リンチリンと鳴らさせるので危険で 2 人横に

並んで歩くこともできません。植え込みを舗装

するなどして道幅を広げてほしい。そして、道

も凸凹なので綺麗にしてほしいです。 

植栽帯（植え込み）の大きさにつきましては、町といた

しましても課題であると認識しています。 

植栽帯を小さくし、歩行者空間を確保することで、皆様

が安全に歩行できると考えておりますので、今後、検討を

進めてまいります。 

また、道の凸凹につきましては、町内全体の課題であり、

順次、修繕を進めてまいります。 

 

 

なし 

２ 
コミュニティバスを利用しやすくしてほし

い。 

現在のコミュニティバス広陵元気号の運行形態につき

ましては、令和２年に住民アンケート、住民ワークショ

ップ、利用者アンケート等を実施し、住民及び利用者の

ニーズをお聞きした上で、限られた予算の中で鋭意運行

しているところです。また、都度、地元要望があり、車

両乗り入れが可能な箇所につきましては、バス停を変更

する等対応させていただいているところです。 

なお、現運行形態につきましては、令和８年度に見直

すこととしており、再度、住民アンケート、利用者アン

ケート等を実施し、社会情勢（社会動向）及び住民等の

ニーズに適合した運行方法を検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

なし 
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No. 提出された意見 回答 計画の修正 

３ 
施策 4-2：防犯・交通安全の充実（および 

施策 2-2：良好な住環境の保全・形成）につ

いて、 

真美ケ丘地域の歩行者専用道路（歩専道）や

生活道路の安全性維持を強く求めます。 

特に真美ケ丘第二小学校区での 84.4％もの驚

異的な「愛着を感じている」の割合の背景に

は、かつらぎの道があると思います。レンガ

風の道が人気の理由だと思います。 

凸凹についてもレンガ風は維持したまま、順

次修復していってほしいです。 

また、街灯の LED 化にあたっては、LED 特

有の「直進性が高く光源付近は眩しいが、光

が拡散しにくいため離れると急激に暗くな

る」という特性を考慮する必要があります。

現在の高い位置からの照明だけでは、樹木の

影や足元の凹凸が見えにくい箇所が生じてい

ます。地域のシンボル的存在であり、真美ケ

丘第二小学校エリアの「かつらぎの道」等に

おいて、単に高輝度な照明を増やすのではな

く、足元を穏やかに照らす間接照明的な電灯

（フットライト等）への切り替えや併設を検

討してほしいです。これにより、眩しさを抑

えつつ歩道の段差や亀裂を明確に視認できる

安全性を確保し、同時に真美ケ丘にふさわし

い落ち着いた景観を創出することができます。 

かつらぎの道につきましては、多くの方が愛着をもっ

て、利用いただいていると認識しております。また、樹

木の生育の影響により、凸凹が発生している箇所がある

ことも認識しております。町といたしましても、道の凸

凹については、課題であると認識しており、順次、修繕

を進めてまいります。 

レンガ風を維持したまま修復してほしいとのご意見に

つきまして、今後の維持管理費用等の課題もございます

ので、修繕方法については慎重に検討を進めてまいりま

す。 

フットライト等のご提案につきましては、ご意見とし

て承りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 
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No. 提出された意見 回答 計画の修正 

４ 
P164 「日本人住民と外国人住民の交流機

会や日本人住民が外国の生活習慣や文化にふ

れられる機会の創出」について、「日本人住民

と外国人住民の交流機会や外国人が日本の生

活習慣や文化、禁止事項を学べる機会の創

出」に変えてほしい。  

外国人が、地元住民となじめるように、日本

の文化や禁忌について、学ぶことには賛成で

すが、日本人が外国人の文化に理解を示さな

ければならなくなるような取組には反対です。 

最初は、食文化や衣服に始まるのだと思い

ますが、エスカレートして、A 県のように土

葬をしたいと言い出し、日本人が住みにくく

なるようなことになります。 

町といたしましては、全ての住民が互いの生活習慣や

文化を理解し合うことで、お互いが住みよいまちを目指

しております。 

 住民であれば国籍に関係なく全ての方に日本や住所地

の法令やルールに従っていただく必要があります。 

 当該記載は、海外に出向かなくても、外国人住民の方

とふれあう機会があれば、身近に異文化にふれることが

できるといった趣旨のものであり、異国文化に合わせて

生活を変えていただくことを意図したものではございま

せん。 

住みよい環境づくりには、まずは住民同士お互いを知

り、理解し合うことが必要と考えておりますので、右の

とおり記載を変更いたします。 

（修正前） 

「日本人住民と外国人

住民の交流機会や日本

人住民が外国の生活習

慣や文化にふれられる

機会の創出に努めます。」 

↓ 

（修正後） 

「日本人住民と外国人

住民の交流機会やお互

いの国の生活習慣や文

化にふれられる機会の

創出に努めます。」 

５ 
「施策 7-4：協働・連携によるまちづくり

の推進」において、住民や民間事業者が主体

となって地域の価値を維持・向上させる「エ

リアマネジメント」の視点を強化する必要が

あると考えます。真美ケ丘において、住民団

体や商業者、行政が連携して、清掃・防犯な

どの維持管理活動だけでなく、かつらぎの道

等を活用したイベント運営など、地域の魅力

や価値を向上と地域ブランドの発信を行う組

織の設立が必要だと考えます。運営には、大

手ディベロッパーの社員などに参加してもら

うことにより、実現性と高付加価値を目指す

ことができると考えます。 

 令和 3 年 7 月に策定した「広陵町 竹取公園周辺地区ま

ちづくり基本計画」の中で、民間事業者と行政が協働し

て、新たな賑わいの創出や地域資源の活用、魅力向上等

の各種事業を進める方向性が示され、それに向けた取組

を進めております。例えば、令和 7 年 11 月には「竹取公

園のイベント利用に関するガイドライン」を公開し、住

民団体や民間事業者が公共施設を活用したイベント運営

を行う仕組みを整備し、休日などに、公園内で各種イベ

ントを実施していただいているところです。こうした取

組の成果を評価・分析し、他エリアでのまちづくりにも

活かせるよう検討してまいります。 

 

なし 
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No. 提出された意見 回答 計画の修正 

６ 
「施策 2-4：道路・公共交通の充実」にお

いて、自動車中心の移動から「歩行者中心」

のまちづくりへの転換を要望します。真美ケ

丘の歩行者専用道路網を再整備し、単に移動

するだけでなく、ベンチの増設や夜間照明の

増加を行うことで、多世代が自然と外に集ま

り、交流が生まれる空間（ウォーカブル推進

区域）としての整備が必要だと思います。 

「歩行者中心」のまちづくりへの転換について、真美

ケ丘に限らず、クルマ社会からの脱却は、社会全体とし

ても取り組むべき課題であると認識しております。一方

で、急速に高齢化が進む中で、自らが移動手段を持たな

い交通弱者の方が、病院・商業施設等へ移動するための

バス等の公共交通の確保や徒歩圏内にそのような施設等

がないため、やむを得ず自動車等を利用せざるを得ない

方への配慮も必要と考えております。 

 今後、歩行空間の拡幅など、歩きやすいまちづくりの

実現と合わせて、歩行者と自転車、自動車等の交通手段

とが共存し、快適に移動できる道路整備を推進するとと

もに、道路空間を活用した賑わい・憩いの場の創出につ

いて検討してまいります。 

 

なし 

７ 
「施策 6-2：地域経済の振興」の観点か

ら、真美ケ丘地域内に「住む」以外の機能を

補完する拠点を整備するのが良いと考えま

す 。空き家や使わなくなった公共施設をリノ

ベーションし、テレワークができるシェアオ

フィス、趣味の活動ができるチャレンジショ

ップやリビングラボ機能などが一体となった

「多機能拠点」を設けることで、平日昼間の

滞留人口を増やし、地域内での新しい消費や

雇用、交流を生む仕組みづくりを計画に盛り

込む必要があると思います 。 

住民の皆様が町内の住居の一部を活用して個人サロン

や士業の事務所を開業する等の、趣味や技能を活かした

活動事例は少なくないと認識しております。また、令和

元年に開業したふるさと会館グリーンパレス 1 階にコワ

ーキングスペース「たけのコワーキング」や令和２年に

スタートしたビジネスサポートセンターでの伴走型支援

といった、起業等される方へのサポート体制を整えてま

いりました。今後も、施策 6-2【展開方向 2】創業者・起

業家への支援（174 ページ）に掲げる、町内での創業・

起業に対する需要の把握に努めながら、ご提案の内容も

含め、切れ目のない支援を提供できるよう検討を進めて

まいります。 

 

なし 
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No. 提出された意見 回答 計画の修正 

８ 
47 ページ 第 3 章 基本構想 目標 5 〈人

権・非核平和・男女共同参画・多文化共生〉 

について。 

多文化共生とは聞こえは良いですが、昨今

の移民による治安の悪化を目の当たりにして

いるとそれが正しいとは思えません。 日本の

文化を壊すような人々が沢山入って来ていま

す。先日は B 県の、ある公共の場所で C 教の

集団礼拝が行われていました。あれがもし広

陵町の竹取公園や馬見丘陵公園で行われでも

したら…もう怖くて遊びに行けないです。今

はまだ平和な広陵町ですが、今後もどんどん

外国人が増えて D 市のように治安が悪化する

のは嫌です。 今住んでいる広陵町民が安全に

安心に過ごせるように、もう少し真剣に考え

てください。 広場などで礼拝をしてはいけな

い事や、外国人による土地の購入をさせない

事や、土葬を禁止するなどの明確な条例を作

ってください。 よろしくお願いします。 

 

 

 住民であれば国籍に関係なく全ての方に日本や住所地

の法令やルールに従っていただく必要がありますが、町

といたしましては、全ての住民がお互いの生活習慣や文

化を理解し合うことで、お互いが住みよいまちを目指し

ており、特定の人々の生活習慣や宗教的習慣などを一律

に制限することは適切ではないと考えております。 

住みよい環境づくりには、まずは住民同士お互いを知

り、理解し合うことが必要と考え多文化共生を推進する

ものです。 

なし 

９ 
広陵元気号の本数を増やしてほしい 

特に朝と夕 

 

 

 

No.2 と同じ なし 
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No. 提出された意見 回答 計画の修正 

10 
93 ページ ごみの減量化 

令和６年度にエコフェスタが開催されたが

令和７年度は同イベントがなされていませ

ん。住民等の意識の向上を図る、普及啓発の

取組みを今後も、実施することが大事、重要

です。本文中に各種啓発の行事、イベントを

盛り込むことを提起します。 

令和４年度から令和６年度までエコフェスタを実施し

てまいりましたが、住民のごみゼロ生活の普及拡大に向

けた周知・啓発については、イベントの実施が効果的と

考え、令和７年度現在、より時勢に即した活動となるよ

う、ごみ減量推進員との協働による活動のあり方等を含

め検討しているところであり、総合計画本文への記載は

見送っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 
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No. 提出された意見 回答 計画の修正 

11 
90 ページ 

①広陵町の地球温暖化対策実行計画（事務事

業編）の推進を図ることにより、行政、自ら

の省エネを含め、エコな活動を展開してくだ

さい。また、そのことを本文中に明記して下

さい。 

 

 

 

 

 

②同計画の（区域施策編）に書かれている取

組で、環境学習など子どもたちを含め、住民

への意識向上等啓発の充実も重要。手段（取

組）の所に記載して下さい。 

 

 

 

 

 

 

①行政の管轄する公共施設では ESCO 事業の導入により

庁内エネルギー使用量の削減を図っております。また、

再生可能エネルギーの導入により庁内の温室効果ガス排

出量の削減を図っております。 

右のとおり記載を変更いたします。 

 

 

 

 

 

②環境教育等による啓発活動については非常に重要であ

ると認識しており、特に子どもへの教育は、環境に関す

る問題に触れることで「自分事」として捉えることがで

き、環境配慮への関心や価値観が身に付くと考えており

ます。町においては、町内の小学校の４年生及び５年生

を対象として、環境出前講座を実施しております。 

右のとおり記載を変更いたします。 

 
①（修正前） 
「町役場庁舎をはじめ
とする公共施設の設備
改修の運用改善等によ
る省エネルギー対策を
推進します。」 
↓ 
（修正後） 
「町役場庁舎をはじめ
とする公共施設の設備
改修の運用改善等によ
る省エネルギー対策を
推進するとともに、再
生可能エネルギーの導入
により温室効果ガス排出
量の削減を図ります。」 
 
②（修正前） 
「国の動向と歩調を合
わせて 2050 年カーボ
ンニュートラルを実現
するため、住民の省エ
ネルギーに配慮したラ
イフスタイルや、事業
者の環境に配慮した事
業活動の普及促進を図
ります。」 
↓ 
（修正後） 
「国の動向と歩調を合
わせて 2050 年カーボ
ンニュートラルを実現
するため、広報紙、町
HP 等での情報発信、
環境教育、イベント、
関係機関との連携等に
より、住民の省エネル
ギーに配慮したライフ
スタイルや、事業者の
環境に配慮した事業活
動の普及促進を図りま
す。」 
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No. 提出された意見 回答 計画の修正 

12 
191 ページ下一行目 

審議会への住民枠の設置等による 

↓ 

審議会等について、公募委員の設置や見直

しによる 

＜理由＞ 

公募委員の意味であるなら明確にする方が

よいと思う。 

 

 

 

 

ご意見を受け、その後の指標と表現を合わせて右のと

おり記載を変更いたします。 

（修正前） 

「審議会への住民枠の

設置等による」 

 ↓ 

（修正後） 

「審議会への公募住民

枠の設置等による」 

 

13 
191 ページ 

基礎的コミュニティである自治体が組織化

されていない所もあるときいている。 

まちづくりの観点からも、行政として、組

織化の支援など進めることも大事と考える。  

そのような記述も、本文に明示してくださ

い。 

基礎的コミュニティである、区・自治会につきまして

は、地域の任意団体であることから、各地域の実情に合

わせた自主的な活動が重要であり、行政主導で行うもの

ではないと認識しております。 

 一方で、地域から組織化に向けた支援等を求められた

際は、広陵町自治基本条例第 15 条に定めているとおり、

支援してまいります。 

なお、立ち上げ支援につきましては、次のとおり施策

5-2【展開方向１】コミュニティ活動の活性化（152 ペー

ジ）に記載しております。 

 

○住民の生活様式の変化に応じた地域コミュニティ活動

を検討し、住民同士が主体的に熟議できる会議形式の

立ち上げを積極的に支援します。 

なし 

 


